
入村・出村のルール 

 

※入村とは、各県から開会集会会場（山中湖「井戸前旅館グランド」）への移動を意味します。 

  出村とは、閉会集会会場（山中湖「井戸前旅館グランド」）から各県への移動を意味します。 

 

１ 入村のルール 

 入村時には、到着の集中による交通混乱を防ぐため、①東名道を利用して東京方面から来る

場合は「足柄ＳＡ」、②名古屋方面から来る場合は「駒門ＰＡ」、③中央道を利用して来る場

合は｢谷村ＰＡ｣において、④一般道もしくは他の経路で来る場合は、到着見込み１時間前程

度の道の駅等において、いったん駐車して本部事務局に「井戸前旅館」到着予定時間を連絡

してください。本部事務局で各県の入村時間を調整のうえ、出発か待機かを指示します。 

なお、入村に係る受入順序については、「参加交通手段調査票【車両－２】」に基づき入村の順

番を決定し、後日通知します。また、初日（14日）は、わかさぎ屋の臨時駐車場にて、バスは参

加者を降車させ、参加者は徒歩で会場へ移動します。バスは全員が降車したら、すぐに出村とな

る予定です。３日間駐車する予定のバスは後半の入村とし、臨時駐車場に駐車となります。臨時

駐車場の場所や時間等の詳細については、後日通知します。 

※ 各県から報告していただいた到着予定時刻を基本に、入村時間を調整しますが、やむ

を得ない理由により変更させていただく場合があります。 

   

２ 持ち込み車両について 

  車両の持ち込みについては、やむを得ない場合のみとし、原則貸切バスや公共交通機関などで

の入村・出村をお願いします。また、会場内の混乱を防ぎ規律ある行動を確立していくため、集

会への持ち込み車両は全て登録制とし、それ以外の運行を禁止します。 

  持ち込み車両は入村・出村の場合のみ使用を許可し、それ以外の運行（井戸前旅館～宿泊場所

間の移動、分散会場の移動等）は認めません。持ち込み車両については、井戸前旅館の臨時駐車

場へ駐車となる予定です。また、入村・出村の場合においても、各県のバス運行を優先するため、

運営班の指示が出るまで移動できませんのであらかじめご了承願います。 

  なお、集会期間中に車を使用する特段の事由ができた場合は、県代表者を通じて本部事務局に

その旨を申し出てください。 

 

３ 出村のルール 

  ３日目は、スムーズに出村していくために、バスは午前 10時までに臨時駐車場に待機していた

だくこととなります。臨時駐車場は、「わかさぎ屋」と「きらら」の２カ所になる予定です。２日

目に、「何時何分頃にどこの臨時駐車場に停車してください」と各県バス担当者に連絡します。そ

のため、バス会社の宿泊先と運転手の連絡先を確認しておく必要があります。 

  バスの出村時間については後日通知しますが、天候や各県の集合状況によって当日の変更が予

想されますので、現地での運営班の指示に従っていただきます。あらかじめご了承ください。 

 

４ その他 

・バス会社との意思疎通をはかるため、各県に「入村・出村の基本ルールについて」を送付しま

すのでバス会社との確認をお願いします。 

 ・集会前日に第１回現地実行委員会（県代表者会議）を予定していますので、各県バス責任者は、

現地実行委員会（県代表者会議）に出席しない方を報告してください。 

 ・各県において、往路・復路における時間の精査をお願いします。渋滞等もありますのでバス会

社と調整して、入村・出村計画を立ててください。 
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